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開会 午後 ２時１３分

◎開会宣告

〇議長 水島美喜子君 ただいまから予算審査特別委員会を開きます。

◎正・副委員長の互選

〇議長 水島美喜子君 お諮りします。

正副委員長の互選については、慣例により私から指名することにご異議ありませんでし

ょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、私から指名いたします。

予算審査特別委員長には小黒弘委員、同副委員長には永関博紀委員を指名いたします。

休憩 午後 ２時１４分

〔委員長 小黒 弘君 着席〕

再開 午後 ２時１４分

◎開議宣告

〇委員長 小黒 弘君 直ちに議事に入ります。

〇委員長 小黒 弘君 本委員会に付託されました議案第３号 砂川市税条例の一部を改

正する条例の制定について、議案第４号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定

について、議案第５号 砂川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、議案第６号 砂川市家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、

議案第７号 砂川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例の制定について、議案第８号 砂川市介護保険条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第９号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について、議案第１号 令和２年度砂川市一般会計補正予算、議案第２号

令和２年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算の９件を一括議題とします。

お諮りします。審査の方法としては、まず予算先議議案の審査を行い、次に一般会計を

行うこととし、歳出を款、項ごとに、続いて地方債補正及び歳入の審査の順で行い、次に

特別会計の歳入歳出を一括審査する方法で進みたいと思います。このことにご異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、そのように進んでまいります。

初めに、議案第３号 砂川市税条例の一部を改正する条例の制定についての審査に入り
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ます。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第３号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第４号 砂川市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての審査に

入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第４号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第５号 砂川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第５号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。
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続いて、議案第６号 砂川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定についての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第６号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第７号 砂川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定についての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

高田委員。

〇高田浩子委員 それでは、議案第７号について質問させていただきます。

改正の中で中核市の長が行う研修を修了したものということでありますけれども、中核

市について伺います。

〇委員長 小黒 弘君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 安田 貢君 中核市は、自治法で定めるところの一定要件を満たす自治

体でございまして、道内で申しますと旭川市及び函館市が該当するものでございます。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 放課後児童健全育成事業に関してなのですけれども、年々と内容が、例

えば最初は有資格者でなければいけない、その後は有資格者が１人いればいい、そしてそ

の後は研修を受ければいいといったようにだんだんと緩和されていっているのです、内容

的に。それで、昨年も全国の学童の研修のほうにも行かせてもらいましたが、国でそう決

められてしまって、困っているというお話でした。あとは、自治体によって研修等を増や

すなどの取組をして、放課後学童クラブの職員に対する知識を深めることが必要となって

くるということで伝えられているのですけれども、このたびはまた中核市をということで

の条例改正ですけれども、今後砂川市におきましても研修等の考えはあるのかについて伺

います。

〇委員長 小黒 弘君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 安田 貢君 今回の改正は、学童保育所職員の中で放課後児童支援員、

これが資格でございますので、この資格取得に関わる研修、従前は道のもの、それが昨年
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度は札幌市、政令市が行うものであっても可能と、今回は中核市のものまでということで

拡大されているところは委員のご指摘のとおりでございまして、ただ資格認定の研修であ

りますので、これを当市で今直接的に行うという予定はもちろんございませんけれども、

当市の学童保育所職員における研修といたしましては、放課後児童支援員及び補助員がお

りますけれども、補助員の中で放課後児童支援員のほうの資格取得を満たすようになった

職員に対してこの研修への参加を勧奨、働きかける。また、放課後児童支援員に対しては、

別の札幌で行われる研修等を受講することによって、そこで学んだことを学童保育所の指

導員同士の職員会議、あるいは保育所単位での職員会議の中で還元を図り、研修、研さん

を深めているところでございます。

〇委員長 小黒 弘君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第７号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第８号 砂川市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についての審査

に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第８号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第９号 砂川市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についての審査に入ります。

これより質疑に入ります。質疑ありませんか。

増山委員。
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〇増山裕司委員 質問する前に、コロナの問題で第一線で頑張っている皆さんに心から敬

意を表させていただきたいと思います。お疲れさまです。

議案第９号について、初歩的な質問で恐縮なのですが、心療内科を新しく加えるという

ことになったわけなのですが、心療内科といったらメンタルのことですよね。精神科と心

療内科の違いというか、この辺について教えていただきたいのですが。

〇委員長 小黒 弘君 医事課長。

〇医事課長 倉島久徳君 心療内科と精神科の違いでありますが、まず心療内科につきま

しては心理療法をする内科でございます。その人の心理的、社会的要因によって、発症し

たり、症状がよくなったり悪くなったりする病気を心身症と呼びます。この心身症を診る

科が心療内科でございます。代表的な症例といたしましては、ストレスに関する病気であ

ります。仕事が忙しくなると発症する偏頭痛、緊張すると発症する腹痛、下痢などの消化

器疾患、このようなものが心身症の代表的な症例となっております。精神科につきまして

は、純粋な精神疾患を対象とする診療科でありますので、統合失調症や鬱病が精神科の領

域となっております。

〇委員長 小黒 弘君 増山委員。

〇増山裕司委員 今ストレスのお話も出されたのですけれども、私ごとになって恐縮なの

ですけれども、私は糖尿病で市立病院にかかっていたのですけれども、今はある専門病院

を紹介されて、そちらに行っているのですけれども、糖尿病は国民病と言われているので

すけれども、そこでもストレスが問題だって言われるのです。専門の糖尿病の先生から言

わせると、糖尿病性躁鬱病があるのだと、これは普通の総合の内科医では分からないとい

うことで、メンタルの部分もそういうところがあるのだなと。実は、今私こうやって質問

していますけれども、自分ではハイになっているのではないかと思いつつ対応しているの

ですけれども、自覚するのは大した問題ではないと先生からは言われているのですけれど

も、今のお話を聞いていると、メンタルでもいろいろ幅が広がってきているのかと思うわ

けなのですが、僕は素人なのですけれども、今の統合失調症のお話だとか、ふだん聞いて

いるようなお話が出てきているのですけれども、大変恐縮なのですけれども、ドクターで

いえば全国的にも有名な内海先生いらっしゃいますよね、委員長、問題があれば固有名詞

は避けますので。分かりやすく言えば、私は前にも発言しましたように、東京に勤務して

いるときに内海先生の講演を聞いたのです、東京で。まさか私が議員になるとは思ってい

なかったから、そのときは。すばらしい先生だと思って、こちらに来たら、あの先生は全

国的に有名な先生だというのが分かったのです。何を言いたいかといったら、心療内科は

内海先生のところですかということを教えてください。先生の名前で言ったほうが分かり

やすいから。

〇委員長 小黒 弘君 管理課長。

〇管理課長 為国泰朗君 今回７月１日付で心療内科を標榜させていただきますけれども、
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担当する先生は今月、６月１日に赴任されております心療内科の専門医の先生が担当する

ことになっております。

〇委員長 小黒 弘君 増山委員。

〇増山裕司委員 内海先生は精神科でいいのですか。

〔「はい」との声あり〕

分かりました。ありがとうございました。

以上です。

〇委員長 小黒 弘君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第９号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

これより補正予算に入ります。議案第１号 令和２年度砂川市一般会計補正予算の歳出

から審査に入ります。

２０ページ、第２款総務費、第１項総務管理費について質疑ありませんか。

高田委員。

〇高田浩子委員 それでは、総務管理費について質問させていただきます。

先ほどの説明の中にありましたけれども、町内会連合会活動備品購入補助金についてで

す。その中でアンプとお答えいただいておりましたけれども、その項目についてもう一度

伺いたいのと保管場所について伺います。

〇委員長 小黒 弘君 市長公室課長。

〇市長公室課長 安原雄二君 備品の内容についてもう一度お答えいたします。

発電機４台、プロジェクター１台、キャリングケース１つ、ワイドスクリーン１つ、ワ

イヤレスアンプ４台、チューナーユニット８台、ワイヤレスマイク８本、あとスタンドラ

イト４つとなっております。保管場所は、町内会連合会が今入っております施設です。そ

この一部を考えているということを聞いております。

〇委員長 小黒 弘君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第３項戸籍住民基本台帳費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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次に、２２ページです。第３款民生費、第２項児童福祉費について質疑ありませんか。

高田委員。

〇高田浩子委員 それでは、児童福祉費について質問させていただきます。

その中で、保育所環境整備事業ということで野外の遊具について３か所に改めて設置す

るという内容の説明でしたけれども、遊具はどのような遊具になるのかについて。そして、

備品のほうで説明がありましたけれども、椅子とかテーブルとかのことで説明があったか

と思うのですけれども、各園に何個ずつとか、個数について伺います。

〇委員長 小黒 弘君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 安田 貢君 保育所環境整備事業についてのご質問でございますので、

まず工事請負費の中の屋外遊具設置工事でございますけれども、これについては現在３つ

の市内保育所、それぞれ１つずつ大型の複合遊具を設置してございます。これについてそ

れぞれもう一基ずつ、大型の複合遊具ですから、滑り台がついたり、渡り歩いて遊ぶこと

ができるという屋外遊具について各保育所に１基ずつ増設するものでございます。

また、備品購入費のひまわり保育園及び空知太保育所における備品でありますけれども、

乳児、１歳児の食事の際の密を避けるという観点から購入を図るものでありまして、個数

につきましてはひまわり保育園のほうでテーブルを２本、椅子を６個、また空知太保育所

のほうでテーブルをメインのものとサポートのもので合わせて３本、さらに椅子を６個購

入する予定でございます。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 遊具について説明がありましたけれども、その遊具は３か所とも同じも

のなのでしょうか、違うものなのでしょうか。

〇委員長 小黒 弘君 社会福祉課長。

〇社会福祉課長 安田 貢君 設置する大型の屋外遊具については、３保育所それぞれ別

のものを予定してございまして、事前に各保育所長、園長と検討して、現行のものとの兼

ね合いも含めて違うものを設置する予定でございます。

〇委員長 小黒 弘君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第３項生活保護費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２４ページです。第４款衛生費、第１項保健衛生費について質疑ありませんか。

増山委員。

〇増山裕司委員 先ほどの総括質疑で理解のできないところがあったので、質問させてい

ただきます。

先ほどの中で感染症対策慰労金の支給事業について、それぞれの施設に、医療機関です

とか、老健施設だとか、鍼灸院だとか、いろいろなところに支給するということは分かり
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ました。施設には支給するのだけれども、個人に対しては支給しないということだったの

ですが、事業規模によっては、個人経営のところは個人も事業主も同じですから、それは

理解できるのですけれども、使用人を使っているようなところは、そこに働いている労働

者というか、勤労者には直接こういうお金は渡らないということで理解してよろしいので

しょうか。

〇委員長 小黒 弘君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 佐藤哲朗君 ただいま質問がありましたけれども、あくまで事業所に対

して今回は慰労金をお支払いするという形で、その慰労金の使途に関しましては事業所さ

んでご判断いただくということにしておりますので、個人にお渡しするということをその

事業所さんで考えるようであれば個人に行くこともありましょうし、既に感染症対策でお

金も使ってきていると思いますけれども、新たに購入するもの等もありましょうけれども、

そちらに使うのも、特段使途は指定しないで、あくまで慰労金としてお支払いするという

ことでございます。

〇委員長 小黒 弘君 増山委員。

〇増山裕司委員 そこのところが理解しづらいと思うのです。コロナが今後長く続けば、

先々の第４弾とか第５弾で個人にも行くのかもしれないし、そういったお考えはあるので

しょうかと言ったら一般質問になるのでしょうか。そこら辺はいかがなのでしょうか、お

考えは全くないのでしょうか。

〇委員長 小黒 弘君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 佐藤哲朗君 現時点では、個人にということは考えていないところであ

ります。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 先ほど議会の中でも感染症対策用品についてマスクとか消毒液とかの内

容について説明がありましたけれども、枚数とか該当施設の数とかはどのような形になっ

ているのでしょうか。

〇委員長 小黒 弘君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 佐藤哲朗君 まず、マスクですが、６，０００枚ほど予定しております。

続きまして、手指消毒液は５０個ほど、ニトリルグローブは１万７，５００枚ほど、ハン

ドソープは２５０個ほど予定しております。対象の事業所につきましては、慰労金と同じ

６１事業所を予定しているところでございます。

〇委員長 小黒 弘君 辻委員。

〇辻 勲委員 この慰労金ですが、予定は６１事業所ということだったのですけれども、

どのようにお渡ししていくのか、慰労金はこういう内容でもありますので、どのようにし

ていくのか。

〇委員長 小黒 弘君 介護福祉課長。
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〇介護福祉課長 佐藤哲朗君 予算議決されました以降、早急にまず対象事業所に通知文

書等を出しまして、支給の方法は振込がいいということであれば振込ということで考えて

いるところでございます。

〇委員長 小黒 弘君 辻委員。

〇辻 勲委員 慰労金という、大変な中で頑張っていただいているという部分もあるの

で、どのような方がどのようにして行かれるのかとか、ただこうですというのではなくて、

慰労金の内容というのですか、心というのか、そういう部分なのですけれども、どのよう

に。

〇委員長 小黒 弘君 介護福祉課長。

〇介護福祉課長 佐藤哲朗君 誰がその事業所に対して持参するかというお話だと思いま

すけれども、予算議決後に今後詰めていきたいと思います。

〇委員長 小黒 弘君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２６ページ、第６款農林費、第１項農業費について質疑ありませんか。

高田委員。

〇高田浩子委員 それでは、農業費について質問させていただきます。

先ほどの議会で、そらいち出品者についての農産物等市内販売支援補助金ということで

お話があったかと思うのですけれども、それは出品者だけが該当するような内容になって

いるのでしょうか。

〇委員長 小黒 弘君 農政課長。

〇農政課長 野田 勉君 そらいちマーケットに出店している方だけを対象としておりま

す。

〇委員長 小黒 弘君 課長、どうぞ。

〇農政課長 野田 勉君 失礼いたしました。追加で補足で説明させていただきます。

砂川市内の農業者で、そらいちマーケットに委託販売をしている方を対象としておりま

す。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 砂川市内の今現在時点での出品者はどれぐらいなのでしょうか。

〇委員長 小黒 弘君 農政課長。

〇農政課長 野田 勉君 調査した時点では、１１戸の農家が出店しているということで

ございます。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 １１件ということでは、農業者に対してというとすごく少ないのではな

いかと思うのです。今後もう少し出店してくれる方々を増やすみたいな取組について伺い

ます。
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〇委員長 小黒 弘君 農政課長。

〇農政課長 野田 勉君 この制度が決まりましたら、要綱をつくりまして、各農家の方

に周知してまいりたいと考えているところでございます。

〇委員長 小黒 弘君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、２８ページです。第７款商工費、第１項商工費について質疑ありませんか。

増山委員。

〇増山裕司委員 先ほどの総括でも結構やり取りがあったので、大分理解できたつもりな

のですけれども、一、二教えてください。

ここにも飲食業限定のプレミアム商品券とかとあります。先ほどの質疑応答の中でも、

私も同じようなことを言われた経験があるのです。プレミアムを２割にしようが３割にし

ようが、買いに来る人は同じような人ですよねって、これは事実私も言われました。買え

ると買えない人がいると、これは現実の問題として僕らもだからといってどうしたらいい

のか分からないのですけれども、そういう市民の率直ないろいろ不満もあるのだというこ

とを知っておいてほしいと。我々議員も見には行くけれども、その場で買うと変な意味で

ひんしゅくを買ってしまうということになるから、買えないと。これはやっかみも半分あ

るのですけれども、発行件数がある程度拡大できないのかとか、プレミアムはこんなに高

くなくてもいいのですけれども、もう少し広く市民に行き渡るような方法も考えてほしい

という意見もあるということでお伝えしますので、その辺について内部の中でどのような

ご検討をされたのかお聞かせいただきたいのですが。

〇委員長 小黒 弘君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 為国修一君 どうしても商品券といいますと、最初にご購入いただ

かなければ、有利面というのですか、プレミアの率というのを感じないのですけれども、

この間岩見沢市では全世帯に４，０００円のクーポン券を配るだとかと言っていて、実は

この消費喚起対策を打つときに、そういった議論はしました、我々の課の中では。ただ、

世帯にクーポン券を配布するのは簡単なことなのですけれども、実際その世帯は一人世帯

もあるでしょうし、五、六人世帯もあるでしょうし、そこに一定のクーポン券を渡したと

きに不公平感というのが必ず付きまとうと。それと今は８，２００件ぐらいの世帯数があ

るのでしょうか、そこにクーポン券を全部に配るということになると、財政的な観点から

いっても大変だということになっておりますので、取りあえず商工会議所でこれまで長い

間実績のあるプレミアム商品券で消費を喚起したいと思っておりますし、あと販売の枚数

というか、セット数ですけれども、周りの深川とかだと２万５，０００セットだとか売っ

ているのですけれども、正直言って商工会議所のほうでの最近のプレミアム商品券２，０

００セットでも、お一人の方が２回、３回回っている。昔は１回で、ここまでで終わりと

いうことで買えない人もいたのですけれども、今は人口も減ってきて、高齢化になってき
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て、そういう消費喚起行動というのがだんだんと収まってきているので、２，０００セッ

トでも２回、３回回っているということなので、そういうことからいっても確実に売れる

枚数ということで、飲食店の場合は商工会議所が２，０００セットなら、その半分の１，

０００セットという設定にしたところであります。

〇委員長 小黒 弘君 増山委員。

〇増山裕司委員 分かりました。これって、僕は正解ってなかなか難しいのだろうなと率

直に思います。ただ、言えることは、お金を市中で回転させるという意味では経済の活性

化につながると思いますので、いろいろなやり方はあると思うのです。ただ、それには財

源が幾らかかるのかという問題もありますので、このやり方が全く正解だとは思っていな

いのですけれども、原課のほうでも今後第４弾、第５弾と、コロナがもし長引いたときに

は知恵を働かせていただきたいということを要望しておきます。

次に、コロナ対策全般に関わることで大変恐縮なのですが、委員長の配慮があればうれ

しいと思って質問するのですけれども、砂川の対策、先ほどの総括質疑のところでもいろ

いろマスコミの対応についてやっておりましたけれども、自分もプレス空知の新型コロナ

ウイルス対策に関わる自治体の独自支援策というのはいいと思っているのです。砂川の中

身は、すごく厚みがあるのです。その中でも経済商工対策というのは具体的になっていて、

僕は他市には負けないと思っているのです。ただ、惜しむらくは、負けない政策なのだけ

れども、プレス空知はこうやって大きく取り上げて、肝心要の道新、先ほど記者の皆さん

が後ろにいたかもしれませんけれども、僅かな取扱いなのです。こんなことを自治体に言

ったら怒られますけれども、ほかの大したことない記事が大きく載っている。これはやり

方にも問題あるのではないかと、僕はあえて苦言を、愛のむちで苦言を呈しますけれども、

砂川の情報はなかなか新聞社は取り上げてくれないのです。滝川だとか岩見沢だとか、ほ

かのまちは、僕はやっかみ半分で言いますけれども、大きく取り上げてくれるのです、大

したことなくても。砂川のは中身があるにもかかわらずという思いがあるということをお

伝えしておきます。

それで、僕も企業時代にマスコミ対応をしたことがあるのです。昔と今は違うので、僕

らも記者の皆さんと飲みに行きました。もちろん社費で飲んだこともあるし、プライベー

トで飲んだこともあるし、そういう人間の付き合いとか、ふだんからの情報の提供の仕方

とか、こんなことを言ったら怒られますけれども、魚心あれば水心ありとか、いろいろあ

るのです。そういったことについて、これは経済部だけではなくて総務部も含めて広報の

在り方についてぜひ考えていただきたい。せっかくいい内容なのです。市民を鼓舞する内

容。タイミングの問題だとか、記者の皆さんとのつながりだとか、ふだんから積み上げて

いかないと難しいと思います。この辺について、経済部長に本来は求めることではないと

思っているので、副市長、事務方の親分として何かあればお聞かせ願いたいのですが、僕

はもうこれで終わります。
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〇委員長 小黒 弘君 できれば、商工に関してのこの内容についての広報の仕方という

ところに絞らせてください。

経済部長。

〇経済部長 福士勇治君 プレス対応ということで委員の思いをお聞かせいただきました。

私どもも以前から砂川の記事をもっと載せてほしいということで、担当の記者につきまし

ては、言い方が合っているかどうか分からないですけれども、親しくさせていただきなが

ら情報を提供させていただいております。ただ、今回道新の記者につきましては、まだ経

験が浅いということもありますし、お聞きしますと、滝川支局があって、そこで通ったと

しても岩見沢がまたあってということで、砂川の自分の記事が取り上げられることがなか

なかまだないのだということもお聞きしております。ただ、砂川の今回のコロナ対策につ

きましても、こういう対策を取っているという話を内容を含めてさせていただきましたし、

他市と比べてどうだということはあえて言っていませんけれども、空知管内の他市と比べ

て一度特集を組んでみるとかしていただいたらいいのかという話もお会いしたときにはさ

せていただいております。今後につきましても、市役所に来られたときに経済部に顔を出

してくれる機会も多いので、そのときにまた分かりやすく情報を、経済部に限らず、市で

こういうことをやっているという情報を提供してまいりたいと考えております。

〇委員長 小黒 弘君 増山委員。

〇増山裕司委員 あえて厳しいことを申し上げましたけれども、市民のみんなも我々の応

援団なのです。その辺は十分分かっていると思うのですけれども、今後の活動に期待して

おりますので、我々も気を引き締めて対応したいと思いますので、頑張ってください。

終わります。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 商工費について、先ほどもいろいろ、買う方が一人の方が何度もという

課長のお話もありましたけれども、買いたい方が買える手だてを。売る仕組みについては

これから検討というお話でした。その中で、先ほど小黒委員のお話にもありましたけれど

も、例えば時間を区切るとか、今回のコロナ関係ではマスク等がすごく不足しました。そ

うしたら、各お店で１人１個、一人で何回も買われる方がいるから、１日につき１家族１

個とか、そういう形でプリントしたものを売場のところに掲げているお店もたくさんあり

ました。そういうふうに皆さんが周知することによって、何回も並ぶのは買いづらいとか、

そういう考えもあります。あとはセット数を小分けに分けて、この日は例えば子育て世帯

のみ、子供さんの保険証を持って買いに来てくださいとか、買いたい方が買えていない現

状があるみたいなのです。いろいろお話を私も聞いているのですけれども、そういう個別

の取組だったり、土曜日、日曜日の午前中は家族単位の方が来てくださいとか、全体のセ

ット数を分けて売るということも考えたらどうかと思うのですけれども、そういう点につ

いての取組について伺います。
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〇委員長 小黒 弘君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 為国修一君 販売の方法についてはいろいろ考え方があると思いま

して、商工会議所ですとか社交飲食協会の方とも話しているのですけれども、まず大前提

は密にしないことを前提として考えておりまして、通常プレミアム商品券、今までは交流

センターゆうで１か所で１日で売っていたのですけれども、それを複数、市内で分散をさ

せた中である程度の期間を持って、余裕を持って帰るような仕組みにしていきたいという

ことで、今委員おっしゃったことも含めて今後の協議の中に役立てられるものがあれば役

立てていきたいと思います。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 続きまして、スイートロードの事業について、先ほどお話もありました

けれども、もう少し詳しくお知らせいただければと思います。

〇委員長 小黒 弘君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 為国修一君 スイートロード協議会の補助金なのですけれども、ス

イートロード協議会では７月ぐらいに、昨年は７０店舗だったのですけれども、スイート

スタンプラリーという事業をやっていまして、７０店舗のお店を回ってスタンプを押して

いくといったことで、押したスタンプ数によってＡ賞からＤ賞までの９２本の賞品が当た

る抽せん会をやっておりました。今までスイートロード協議会でその景品の手当てだけで

終わっていたのですけれども、今回はコロナの関係もありまして、登録された飲食店につ

いては大変な打撃を受けているので、ここで市として副賞として商品のクーポン券をつけ

させていただいて、そのクーポン券を使ってまた砂川市にやってきていただきたいと考え

ておりまして、そのクーポン券、参加者が昨年５８２名だったので、５８２名分程度用意

をしまして、Ａ賞については１万円のクーポン券をお渡しすると、スイートロード協議会

では全く賞品が当たらなかった人はそれで終わりだったのですけれども、今回コロナ対策

として全く賞の当たらなかった人も残念賞として５００円のクーポン券、こちらをお渡し

しようというのが事業の概要でございます。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 それですと、１万円のほかは、あとは参加賞みたいな感じで５００円と

いう内容でよかったのでしょうか。

〇委員長 小黒 弘君 商工労働観光課長。

〇商工労働観光課長 為国修一君 すみません、説明をはしょってしまいました。Ａ賞が

１万円のクーポン券をお渡ししたいと思っていますし、Ｂ賞の場合は５，０００円のクー

ポン券、Ｃ賞の場合は３，０００円のクーポン券で、Ｄ賞の場合は１，０００円のクーポ

ン券、全く賞の当たらなかった方には５００円のクーポン券、そう考えています。

〇委員長 小黒 弘君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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次に、３０ページ、第８款土木費、第２項道路橋梁費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第４項都市計画費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３２ページ、第１０款教育費、第２項小学校費について質疑ありませんか。

増山委員。

〇増山裕司委員 先ほどの総括質疑の中で大体のことは分かったのですけれども、幾つか

教えていただきたいことがあります。

この計画、ＧＩＧＡスクール整備について５年計画でやるというイメージでいるのです

けれども、５年計画のイメージ図はもうできているのでしたか、そこのところを教えてい

ただきたいと思います。

〇委員長 小黒 弘君 学務課長。

〇学務課長 是枝貴裕君 ＧＩＧＡスクール構想につきましては、昨年１２月、文部科学

省のほうで打ち出されまして、当初５か年計画とされておりました。その５か年計画の内

訳につきましては、１人１台のタブレット端末、これを５か年かけてある程度学年を区切

って段階的に導入していくというロードマップがございました。ですが、先般新型コロナ

ウイルスの関係もございまして、この５か年計画については、タブレット端末の導入につ

いては前倒して令和２年度中に導入をするようにということになってございます。

〇委員長 小黒 弘君 増山委員。

〇増山裕司委員 次に、先ほど先生方の研修だとか教育については伺ったのですけれども、

先ほどの質疑の中でも一部ありましたけれども、そうでなくても先生方はすごく多忙で、

超過問題が労使間でも話し合われております。こういったことについて先生方の意見集約

というか、そういうコミュニケーションはどのようにいつ頃図ろうとしているのかお聞か

せいただきたいのですが。

〇委員長 小黒 弘君 学務課長。

〇学務課長 是枝貴裕君 先般、先ほど総括質疑のでも回答があったかと思いますけれど

も、今後において先生方と砂教研とかも通じながら、どういったＩＣＴを活用した教育を

進めていくのかということは順次協議をしてまいりたいと考えております。

先生方が多忙を極めて、なかなかＩＣＴを活用した教育が進まないのではないかという

ことでありますが、本市においては今年度働き方改革の一環で校務支援システムというの

を導入する予定になってございます。これによって先生方の通信簿とか、子供たちの所見

ですとか、あとは時間割、そういった事務的な軽減がかなり図られるものと期待してござ

いますので、そういった時間を活用しながらしっかりとＩＣＴを活用した教育、こういう

ことを進めてほしいと。それについては、市教委としてもしっかりサポート、協力をして

いきたいと考えているところでございます。
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〇委員長 小黒 弘君 増山委員。

〇増山裕司委員 ありがとうございました。

次に、学校の対応だけではなくて、私が心配するのは保護者の家庭環境によってはまた

子供の格差が拡大する心配もあると懸念しているのですけれども、この辺については原課

ではどのようにお考えになっているか。また、その対策があったらお聞かせいただきたい

のですが。

〇委員長 小黒 弘君 学務課長。

〇学務課長 是枝貴裕君 今回のＧＩＧＡスクール構想につきましては、まず大前提とし

まして校内のＩＣＴを活用した教育を進めるということになっておりますので、１人１台

のタブレットを敷設した場合についてはその辺の格差は基本はないとなってございます。

〇委員長 小黒 弘君 増山委員。

〇増山裕司委員 今課長おっしゃられた意味も分かるのですが、例えば私はパソコン音痴

なのです。そういう保護者のところにいる子供さんとパソコンに精通している、そういう

保護者のところにいるお子さんでは、先生が幾ら教えても家庭に帰ってからの環境が違う

ので、いろいろ心配材料があるのではないかと思うのですけれども、今はまだ学校内の整

備だということは理解しましたので、先々これを伸ばしていくときにはそういったことも

心配されるということをお伝えしておきます。

もう一点、前後して申し訳ないのですけれども、先ほどの学校の先生方の対応について、

最近学校の先生方も僕らの知っている勤務形態と変わって、今は空知管内でも長距離で通

勤している先生方が非常に増えています。いろいろ対策はされているのは分かるのですけ

れども、そういう先生方の働く環境、働き方改革のお話も出されておりましたけれども、

遠距離通勤というものを改善していかないとなかなか難しいのかと思うのですが、特に北

海道は広いですから、これについては原課では何か対策についてはお考えになっているの

でしょうか。

〇委員長 小黒 弘君 今の質問は、幾ら何でも予特ではまずいと思います。

〇増山裕司委員 失礼しました。今のは一般質問になった。これは、また別の機会にやり

ますので、今のは予告編だということで、失礼いたしました。

終わります。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 それでは、ＧＩＧＡスクールの件なのですけれども、先ほどから議場で

もいろいろ質問、説明等がありました。その中で、整備に関する期間や工事日程の流れに

ついて伺います。

〇委員長 小黒 弘君 学務課長。

〇学務課長 是枝貴裕君 今般のＧＩＧＡスクール構想に伴う学校内の工事につきまして

は、学校の夏休み開始時から９月末までを予定しており、実際の工事日数につきましては
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市内７校全てで３０日から４０日を想定してございます。なお、工事に関しましては、児

童生徒の授業の妨げにならないように、夏休みの期間のほかに土日あるいは放課後も活用

してまいりたいと考えてございます。

〇委員長 小黒 弘君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第３項中学校費について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第４項社会教育費について質疑ありませんか。

高田委員。

〇高田浩子委員 社会教育費の図書館費の環境整備事業のことで、先ほど議場のほうで説

明ありました。消毒の機械の購入というお話でしたけれども、その機械自体はどのような

形で消毒するのか、一回にどれぐらいできるのかということについて伺います。

〇委員長 小黒 弘君 社会教育課長。

〇社会教育課長 安武浩美君 今回購入いたします図書消毒機でございますけれども、使

用方法については、扉を開けていただいて、本の中ほどを開けていただいて、その機械の

中にはＬ字形にセットできるようなガイドがついておりますので、そこにセットします。

３０秒程度の紫外線による消毒と送風によるほこりの除去となっております。一回に消毒

可能な冊数については、６冊となっております。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 一回に６冊ということになると、継続して週にどれぐらいやるとか、そ

ういう計画、１週間に何冊ぐらいやるとか、２週に１回は必ずやるとか、そういう計画に

ついては今のところされているのですか。

〇委員長 小黒 弘君 社会教育課長。

〇社会教育課長 安武浩美君 図書の消毒に関しては、現在日々の増減はありますけれど

も、２００冊程度の返本がございますので、その２００冊をその日に大体処理できるので

はないかと考えております。

〇委員長 小黒 弘君 高田委員。

〇高田浩子委員 返還された図書の消毒ということで、通常ある本はあまり使われていな

い本もあるかと思うのですけれども、その本についてはどのように。

〇委員長 小黒 弘君 社会教育課長。

〇社会教育課長 安武浩美君 書架にあるという本でよろしいでしょうか。そうしました

ら、書架にある本は少なくとも５月中は休館しておりましたので、その間ウイルスに関し

てはなくなっているということを考えておりますので、図書館にある本全部ということで

はなく、返ってきた本をその都度消毒していくというところで考えております。

以上です。



－20－

〇委員長 小黒 弘君 他にご発言ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

次に、３４ページ、第１２款諸支出金、第２項特別会計繰出金について質疑ありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、５ページ、第２表、地方債補正について質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

続いて、歳入に入ります。１０ページから１８ページまで、質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第１号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

続いて、議案第２号 令和２年度砂川市後期高齢者医療特別会計補正予算の審査に入り

ます。

これより質疑に入ります。歳入歳出一括して質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで質疑を終わります。

続いて、討論に入ります。討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

討論なしと認め、これで討論を終わります。

これより、議案第２号を採決します。

本案を、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、原案のとおり可決されました。

◎散会宣告

〇委員長 小黒 弘君 以上で本委員会に付託されました議案第３号から第９号、第１号

及び第２号の各議案の審査を全て終了いたしました。

これで予算審査特別委員会を散会いたします。

大変ご苦労さまでした。
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散会 午後 ３時１４分
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委 員 長


